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事業報告書とは

根拠条文 ：労働者派遣法第２３条

毎年６月中に派遣事業所ごとの業務運営状
況を報告するもの

取扱実績がなくても提出が必要
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提出様式について

労働者派遣事業報告書（様式第１１号）

【注 意】
報告様式が改正されています。最新様式を使用してください。
（旧様式では受理できません）。

改正面 改正箇所 改正内容

第１～２面
「労働者派遣事業の売上高」及
び「請負事業の売上高」欄

第１面の１２、１３欄から第２面のⅠ（２）、
（３）へ変更

第１０面
記載要領Ⅰの６及び７ 事業所ごとの労働者派遣事業の売上高

を記載すること及び事業所ごとの請負事
業の売上高を記載することを明記

※最新様式のダウンロードについては後ほどご案内します。
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提出にあたって

提出期間 令和６年６月３日～６月３０日

作成単位

事業所ごと

※派遣事業を行う事業所が複数あれば、それぞれの事
業所ごとに事業報告書の作成が必要です。

提出先
事業主管轄労働局

※複数事業所があればまとめて提出してください。

添付資料

労使協定方式を採用した場合は当該労使協定（写し）等

（労使協定において社内規定等を引用している場合は、
その該当部分の写し）

※時間外労働・休日労働に関する協定届（３６協定）で
はありません。

提出部数 様式第１１号は３部、労使協定書（写し）等は２部
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様式第１１号のダウンロード（１）

１

２
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様式第１１号のダウンロード（２）

労働者派遣事業関係の画面にて
下へスクロールしてください。

３
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様式第１１号のダウンロード（３）

こちらからダウンロードが
できます。

記載例や入力補助機能
付きの様式第１１号もダウ
ンロードできます。
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様式第１１号の構成について

第１～９面を記載、第１０～１４面は記載要領

下記２つの内容で事業報告

【第２～６面】
Ⅰ 「事業年度における運営状況（年度報告）」

【第７～９面】

Ⅱ 「６月１日現在の状況報告」

ただし、令和６年度は６月３日現在の状況報告
（様式第１１号記載要領第１４面Ⅱの１参照）



第１面（許可番号等）
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許可証の左下に記載されています。

更新年月日ではありません。

提出者は法人の場合は法人名と代表者の氏名、
個人事業主の場合は代表名を記載



第１面（１～６欄）
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第１～５欄は許可証（登記簿）どおりに記載してください。

許可証どおりにビル名や階数まで記載してください。



第１面（７～１２欄）
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主たる業種の日本標準産業分類の名称と細分類番号を記載してください。
※総務省のホームページで検索できます。

「構内請負」とは

発注者の事業所構内にて生産活動を
請負うことです。

直前に終了した事業年度（決算期）を記載してください。
※第２面以降で年度報告の報告対象期間となります。
次ページ以降も参照ください。
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第１面８欄の補足（１）

第１面８欄の記載
（年度報告の報告対象期間）

６月決算 R4.7.1　～　R5.6.30
７月決算 R4.8.1　～　R5.7.31
８月決算 R4.9.1　～　R5.8.31
９月決算 R4.10.1　～　R5.9.30

１０月決算 R4.11.1　～　R5.10.31
１１月決算 R4.12.1　～　R5.11.30
１２月決算    R5.1.1　～　R5.12.31
１月決算 R5.2.1　～　R6.1.31
２月決算 R5.3.1　～　R6.2.29
３月決算 R5.4.1　～　R6.3.31
４月決算 R5.5.1　～　R6.4.30
５月決算 R5.6.1　～　R6.5.31

※事業年度終了の日（決算日）が月末である場合は、以下の表のとおり第１面８欄を記
載してください。
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第１面８欄の補足（２）

労働者派遣事業を事業年度の途中で開始した場合は、当該事業の開始
日（許可日）を事業年度の開始日とします。令和５年６月以降に派遣事業
の許可をとった場合は、以下のとおりとなります。

【許可日】
Ｒ５年６月以降

【決算日】
Ｒ６年５月３１日までに到来

【許可日】
Ｒ５年６月以降

【決算日】
Ｒ６年５月３１日時点
では未到来

第１面８に記入する期間 許可日～決算日 許可日（開始日）のみ記載

年度報告の報告対象期間 許可日～決算日 年度報告（第２～６面）の記載は不要

【注意】

年度報告（第２～６面）の記載は不要ですが、６月３日現在の状況報告（第１、７～９面）の
記載は必要です。また、記載は無くても年度報告（第２～６面）の提出は必要です。



第２面（１）
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（１）は決算期末日（３月末決算の場合はＲ６．３．３１）現在における人数を記
載してください。報告対象期間の累計人数ではありません。

①は派遣労働者以外も含んだ
全従業員数（役員を除く）を記
載してください。

＝ の合計

＝ の合計

※通算雇用期間
派遣元での通算雇用期間

※同じ職場に１年以上派遣見込み

報告対象期間末日現在、派遣
先の同じ職場での通算の派遣
契約期間が１年以上見込まれ
ること

≪例≫３月末決算の場合で、令
和6年1月1日に雇用された者を
令和6年12月31日まで同じ職場
に派遣就業する場合（1年間）

派遣元での通算雇用期間は3か
月だが、同じ職場に1年以上の
派遣見込みがあるため、（ｲ）「通
算雇用期間が1年未満の派遣
労働者」欄と（ﾛ）「同じ職場に1
年以上派遣見込みの者」に計上。

（ｲ） （ﾛ）



第２面（２）～（５）
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（２）は労働者派遣事業、（３）は請負事業の売
上高を計上します。

事業所単位での売上高を記載してください。

（２）は労働者派遣事業、（３）は請負事業の売
上高を計上します。

事業所単位での売上高を記載してください。

千円、万円単位での記載ではありません。
円単位で記載します。小数点は使用しません。

報告対象期間内に締結した労働者派遣契約（個別契約）の延べ件数を記
載します。

３月末決算であればＲ５．４．１～Ｒ６．３．３１の間に締結した個別契約が対
象となり、Ｒ６．４．１から１年間の派遣契約をＲ６．３月中に締結した場合は、
「６月を超え１２月以下のもの」に計上します。

派遣実績がない場合は〇印を記載します。



第２面（６）①
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雇入時または作業内容変更時に実施が義務付
けられている教育。該当者がいなければ記載
は不要です。

1号　機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2号　安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

3号　作業手順に関すること。

4号　作業開始時の点検に関すること。

5号　当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6号　整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7号　事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8号　前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

⇓　⇓　⇓　1号～4号の雇い入れ時労働安全衛生教育を省略できない業種　⇓　⇓　⇓

◎　林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

○安衛法第59条2項に該当する労働安全衛生教育

９　労働者の作業内容を変更したとき

○安衛法第59条3項に該当する労働安全衛生教育

10　危険有害業務に関する安全又は衛生のための特別の教育

◎　製造業（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売
業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売
業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

○安衛法第59条1項　則第35条で実施すべきとされている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働安全衛生教育

安全衛生法規則第３５条第１項第１号から第８号に該当する
番号（１～８）を記載します。安全衛生法第５９条２項該当は
「９」、同条第３項該当は「１０」を記載します・



第２面（６）②、（７）
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一般教養としての訓練（安全教育、派遣労働者のキャリアアップ
に資する訓練以外）を記載します。そのため第２面（６）①及び第
６面（１１）③の訓練内容は含めません。

特に実施がなければ記入不要です。

報告対象期間内に派遣契約を締結し
たものの、実際に紹介した日が次の
事業年度となった場合は、次年度の
事業報告に計上してください。



第２面（８）
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雇用安定措置について（第２面（８）の補足１）
【 雇用安定措置とは 】
同一の組織単位に継続して１年以上派遣される見込みがある派遣労働者（有期雇用）等に対して、派遣終了
後の雇用継続のために、派遣元事業主が講じる措置のこと。
注）雇用安定措置の対象者に「無期雇用派遣労働者」や「６０歳以上の派遣労働者」は含まれません。

【 措置の内容 】
第１号措置：派遣先への直接雇用の依頼
第２号措置：新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）
第３号措置：派遣元事業主による無期雇用
第４号措置：その他雇用の安定を図るために必要な措置（有給の教育訓練、紹介予定派遣など）

雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責務の内容

Ａ：同一の組織単位に継続して３年間派遣される見
込みがある方（※１）

第１～４号措置のいずれかを講じる義務（※２）

Ｂ：同一の組織単位に継続して１年以上３年未満派
遣される見込みがある方（※１）

第１～４号措置のいずれかを講じる努力義務

Ｃ： （上記以外の方で）派遣元事業主に雇用された
期間が通算１年以上の方（※３）

第２～４号措置のいずれかを講じる努力義務

（※１） いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。

（※２） 第１号措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合は、第２～４号措置を講じる
義務があります。

（※３） 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。 19
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派遣される見込みとは（第２面（８）の補足２）

例１：派遣契約期間が３ヶ月（更新あり）の場合

契約更新をもって１年以上の
派遣される見込みあり

３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月

雇用開始 更新 更新

３ヶ月

更新

例２：派遣契約期間が６ヶ月（更新あり）の場合

６ヶ月

雇用開始

６ヶ月

更新

契約更新をもって１年以上の
派遣される見込みあり

※契約期間という客観的な指標にて「派遣される見込み」を判断します。



第２面（８） その１
① 「期間」の区分に応じて報告対象期間内に雇用安定措置を行った延べ人数を記載します。

＊無期雇用派遣労働者は雇用安定措置の対象者ではありません。
＊対象派遣労働者の合計数は第２面（１）②の派遣労働者総計とは必ずしも一致しません。
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雇用安定措置を実施した時点での「派遣される見込み」に
て判断してください。 （Ｐ１８の雇用安定措置の対象者Ａま
たはＢに該当）

欄外※１のとおり（Ｐ１８の雇用安定措置の
対象者Ｃに該当）

第２面（１）②の派遣労働者総計とは必ずしも一致しません



第２面（８） その２
② 労働者１人に対し複数の措置を講じた場合は、措置ごとに人数を計上します。その結果、対象
労働者数より講じた措置の総計が多くなることはあります。

③ 雇用安定措置を講じなかった場合は、必ず「第１号から第４号までのいずれの措置も講じな
かった人数」欄に対象労働者数を記載してください。

「３年見込み」は雇用安定措置
の法的義務対象者です。
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第３～４面（９）①
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①まずは業務別に派遣料金と賃金を記載します。複数の業務に派遣されて
いる場合には、主たる業務にのみ記載してください。

「派遣料金」、「派遣労働者の賃金」ともに、その総額を派遣労
働者の総労働時間で除して８時間を乗じた額を記載します。

派遣労働者の賃金は労働の対価として支払われた全ての賃
金（諸手当、賞与など）を含めて計算します。

②業務別に記載が終わったら、最後に全業務平均欄を記載
します。全業務平均欄は、縦列の金額の単純平均（小数点以
下四捨五入）を記載することとなります。

（例）派遣料金
（イ）派遣労働者平均 17,500＝（27,000＋12,000＋17,000＋14,000）÷４
（ロ）無期雇用派遣労働者 23,000＝（32,000＋14,000）÷２
（ハ）有期雇用派遣労働者 17,333＝（23,000＋12,000＋17,000）÷３

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ)



第４面（９）①
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一部派遣禁止業務が含まれていることに留意してください。

「９９分類不能の職業」の場合、派遣業務内容を余白に記
載してください。



第５面（９）②
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①青色部分に、労働者派遣法施行令第４条に該当する業
務ごとの日雇派遣労働者の派遣料金と賃金を記載します。

②労働者派遣法施行令４条に該当する業務の記載が終わっ
たら、全業務平均欄を記載します。

全業務平均欄には、労働者派遣法施行令４条に該当する業
務だけではなく、全ての日雇派遣労働の平均を記載します。

そのため、労働者派遣法施行令４条に該当する業務への日雇
派遣が無ければ、全業務平均のみ記載することとなります。

第５面（９）①のように縦列の平均とならない場合があることに
注意してください。

労働者派遣法施行令４条の１９業務



第５面（１０）
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提供方法は複数選択可能です。

マージン率等（※）については、原則として、インターネットの利用による情報提供が必要となります。
（労働者派遣法施行規則第18条の２第１項、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第２の16 参照）

（※）事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、マージン率（派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額）、教育訓
練、労使協定の締結の有無（労使協定の範囲、有効期間）
（注）下線部はこれまでも情報提供の対象項目ですが、新たにインターネットによる情報提供が必要となる項目です。

「人材サービス総合サイト（厚生労働省運営）」による情報提供（無料）も可能です。

その他の場合は「提供方法」を記載してください。



第６面（１１）①、②
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「キャリアコンサルタント以外の担当者」につ
いては、必ず「職務経験あり」か「知見あり」の
いずれかに記載してください。

「職務経験あり」
・人事部門で３年以上の経験がある者
・過去にキャリアコンサルティングの経験が
ある者

「知見あり」
・過去にキャリアコンサルティング等につい
ての職務経験はないが、その知識を有す
るもの

報告対象期間中の派遣労働者の人数
全派遣労働者≧実施を希望した者の人数≧実施した人数
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第６面（１１）③上段

上段：訓練種別（雇入時）
下段 ：対象の派遣労働者数（１０人）

上段 ：実施時間の総計（４０時間＝４時間×１０人）
下段 ：受講者の実人数（１０人）

１、２、３ いずれかに〇
その番号ごとに報告書（第６面）を別葉で作成してください。
※該当のない番号の報告書（第６面）は不要です。



第６面（１１）③下段

「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練」とは下記内容全てを
満たしたものです。

・訓練の方法の別 ⇒ 「１計画的なOJT」または「２ OFF-JT」
・訓練費負担の別 ⇒ 「１無償（実費負担無し）」

・賃金支給の別 ⇒ 「１有給（無給部分なし）」
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１～３年目の数字で計算します。（４年目は含めません。）

教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載します。

小数点以下切り捨て



第７面～８面１①と②
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令和６年度は６月３日現在の状況報告となります。

実際に６月３日に派遣した労働者の実人数を記載します。

※当日派遣していない者（有給休暇を含む）は除きます。

※対象者がいる場合は、「協定対象派遣労働者」の実人数も記載します。

(a) (b) (c) (d) (e)

(a)=(b)+(c)+(d)+(e)

一人で複数の業務に派遣
される場合は、主たる業務
で記載してください。

協定対象派遣労働者が
いない場合（派遣先均等
均衡方式のみ採用してい
る場合）は、記載不要で
す。
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第８面１③

事業所ごとに特定製造業務へ
の労働者派遣の届出が必要で
す。届出がなければ「物の製造
の業務」への派遣はできません。



第９面１⑤～⑦
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実際に６月３日に派遣した日雇労働者の実人数を記載します。

※当日派遣していない者は除きます。

※対象者がいる場合は、「協定対象派遣労働者」の実人数も記載します。

第９面⑤の人数のうち、「ⅰ～ⅳに該当しない者」欄に計上した日雇
派遣労働者は、必ず第９面⑦のいずれかの業務に該当します。

一人で複数の業務に派遣される場合は、主たる業務で記載してください。

協定対象派遣労働者がいない場合（派遣先均等均衡方式のみ採
用している場合は、記載不要です。
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第９面２、３

６月３日現在の登録者数

（６月３日当日に派遣されている者を含み、１年以内に派遣され
たことがない者を除く）

６月３日の派遣労働者（第７面①の人数）についての加入状況

第７面①「通算雇用期間１年未満の無期雇用派遣労働者」は、

「雇用見込みが１年以上の労働者」の「無期雇用派遣労働者」に
人数を含めてください。
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労働者派遣事業報告書（別添様式）

以下の場合には、
□ 締結していない に ☑ を入れてください。

●派遣先均等・均衡方式を採用している。
●派遣の実績がない（労使協定を締結していない）
●労使協定の有効期間が終了している
（例）令和５年４月１日～令和６年３月３１日
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ご協力いただきたいこと

提出期限の厳守（５月中の受理はできません）。

郵送の場合は返信用封筒（切手貼付）を同封してください。

様式第１１号は両面印刷でお願いします。
また、記載要領（第１０～１４面）は提出不要です。

事業主控えの返送にはお時間をいただくことがあります。

記載内容について電話でお問い合わせすることがあります。
お手元にも一部保管をお願いします。


